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那覇市水道事業ガイドライン概要及び分析 

 

「水道事業ガイドライン」とは 

 水道事業における施設の整備状況や経営状況等を総合的に評価するもので、全国の水道

事業体共通の指標です。このガイドラインは、厚生労働省の『水道ビジョン』に示された

目標と合わせ、(社)日本水道協会によって規格化されたものです。またこの規格は、国際

規格である ISO/TC224(水道サービスの評価に関するガイドライン)の考えに基づいて制

定されたもので、国際的にも認知されたものです。 

 

「ガイドライン」の活用 

 本市水道事業は、これまでの進捗状況や将来を見据えたうえ、その実現のための方策等

を示す「那覇市水道ビジョン」を平成 23 年度に策定し、そのビジョンでは、中長期的な

視点から将来像（安心・安定・持続・環境・国際）を描いておりました。その後、平成２

７年度には「那覇市水道事業ビジョン」として改定され、「安全・強靭・持続」の 3 つの

観点から本市が取り組むべき事項の方向性及び当面の目標点が示されておりました。 

さらに、令和２年度に那覇市水道事業ビジョンの「理想像」と「基本理念」を引継いだ

「那覇市水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）を策定しています。経営戦略で

示された各目標の達成度を表すものとして主にガイドラインの業務指標を活用していま

す。また、毎年度に業務指標の分析を行い、事業の現状や改善度合い等を把握し、効果的

かつ効率的な事業の展開に役立てるとともに、水道サービスの向上に活用しています。 

 ガイドラインは、経営戦略の目標に管理項目を加えた指標値の中から、末端給水事業に

関連する主要項目について算出しています。 

 

 

経営戦略の目標と現状 

 

【安全】安全・安心して利用できる水道 

 （目標）  

    安心して利用できる安全な水の供給を目指して、直結給水の拡大や小規模貯水槽

の衛生管理の向上を利用者と協働で推進します。 

 （現状） 

    本市に自己水源（ダム等）がないため、県企業局からの全面浄水受水で賄ってい

ます。水質については、水質検査計画に基づき定期検査等を実施し、良質で安全な

水道の供給確保に努めています。（水道法で定められた水質基準項目は基準値を満

たしています。） 

また、使用を廃止した鉛製給水管については、取替え工事を実施し、その解消に

取組んでおります。 
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受水槽の衛生問題や水質の悪化を防ぐため、直結給水の啓発と普及に努めていま

す。 

 

【持続】経営基盤の強化と利用者ニーズに応える水道 

 （目標）  

    経営健全化に努め、持続可能な水道システムを支える経営基盤を強化します。ま

た、利用者のニーズに応えるため広報公聴などの活動を進展させ、情報の公開と共

有を促進するとともに、利用者との相互理解を図るための体制を充実させます。 

 （現状）  

    現在、水道事業の財政状況は、経営の効率化等により、順調に推移しています。 

しかし、節水器具の普及等により水需要の伸びが見込めにくい状況の中、大幅に

増大する施設の更新需要等に対する財源の確保が懸念されます。このため、一層の

経営健全化を進めたうえ、持続可能な運営基盤の強化に取り組みます。 

    また、広報誌等による情報公開、モニター制度による需要者との対話やアンケー

ト等を実施して、ニーズを踏まえた給水サービスの充実による、安心できる水の供

給に努めています。 
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主な業務指標の分析と評価 

 

① 直結給水率( PI 「A204」)   

 

 

 

 

 

           
※直結給水率(新設等)：給水装置の新設・改造工事等に伴う申請件数における直結給水の割合 

 

② 給水人口一人当たり貯留飲料水量( PI「B203」) 
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(算式と解説) 

 直結給水率(%)=(直結給水件数/給水件数)×100 

  総給水件数に対する、受水槽を経由せずに直結給水される件数の割合を示します。水

質の悪化を防ぐ観点から、直結給水が推奨されています。 

(分析、評価) 

 受水槽の衛生問題や水質の悪化

を防ぐ観点からも直結給水が望ま

しいです。本市では、渇水時の自己

防衛策として貯水槽を設置してい

る住宅が多いですが、近年は新規

申請において、直結給水へ移行す

る傾向となっています。 

(算式と解説) 

 給水人口一人当たり貯留飲料水量(L/人) 

      =[(配水池有効容量×1/2+緊急貯水槽容量)/現在給水人口]×1000 

 給水人口一人当たり何ℓの水が常時ためられているかを示します。地震などの災害

により、断水が発生した時のための応急給水として利用されます。 

(分析、評価) 

 災害時の飲料水確保として、一人あ

たり約 90ℓの水を確保しています。  

※一人あたり１日３ℓＬの飲料水が必

要といわれており、災害発生から水道施設

等の復旧、応急給水体制が整うまでの３日

分の飲料水確保が必要とされています。災

害の規模や施設等の被害状況により、確保

水量は変動する恐れがあるため、水量を保

証したものではありません。 
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③ 法定耐用年数超過管路率( PI「B503」) 

 

 

 

 

 

 

④ 基幹管路の耐震適合率( PI「B60６-２」) 
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(算式と解説) 

 基幹管路の耐震適合率(%)=(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基幹管路延

長)×100 

 基幹管路の延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合(%)を示します。この値は

高い方が望ましいことになります。 

 耐震適合性のある管路とは、管路が布設された地盤の性状を勘案すれば耐震性があ

ると評価できる管及び継手があり、耐震管にそれらを加えたものをいう。 

(分析、評価) 

 令和 6 年度は「那覇市水道施設更

新(耐震化)基本計画（令和７年３

月）」において、耐震適合地盤判定の

精度向上に伴い割合は減少しました

が、今後も当該計画に災害時に被害

影響が大きい基幹管路等を優先し

て、耐震化事業を効率的かつ効果的

に推進しています。 

(算式と解説) 

 法定耐用年数超過管路率(％) 

=(法定耐用年数を超えている管路延長/管路延長)×100 

 法定耐用年数を超えている管路延長の管路延長に対する割合（％）を示します。 

(分析、評価) 

 水道施設更新(耐震化)基本計画

に基づき管路更新を進めています

が、本土復帰以後(1972 年)に布

設した多くの管路が、経年化とと

もに法定耐用年数を迎えました。

加えて令和３年度からは、集計方

法の見直しを行ったことから、こ

の値が増加しています。 
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⑤ 営業収支比率( PI「C101」) 

 

 

 

 

 

 

 

                             

⑥ 経常収支比率及び総収支比率 ( PI「C102」、「C103」) 
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(分析、評価) 

 令和６年度は、営業収益の増加率を

営業費用の増加率が上回り、営業収支

率は減少した。指標値は 100％未満

であり、営業損失を計上しています。 

(算式と解説) 

 経常収支比率(％)=[(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)]×100 

総収支比率(%)=(総収益/総費用)×100 

 経常収支比率は、収益性を見る代表的な指標で、この比率が高いほど経常利益率が高

いことを表わし、これが 100%未満であることは経常損失が生じていることを意味し

ます。なお。総収支と経常収支の差異は特別損益によるものです。 

(分析、評価) 

 令和６年度は経常収益及び総収益

の増加率を経常費用及び総費用の増

加率が上回り、経常収支比率及び総収

支比率は減少しました。 

両比率ともに１00％を上回っている

ことから、比較的良好といえます。 

 

(算式と解説) 

 営業収支比率(％)=[(営業収益―受託工事収益)/(営業費用―受託工事費)]×100 

 営業収支比率は、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているのかを示すも

ので、この比率が高いほど営業利益率が高いことを表わし、これが 100%未満である

ことは営業損失を生じていることを意味します。なお。総収支と経常収支の差異は特別

損益によるものです。 
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⑦ 累積欠損金比率 ( PI「C104」) 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                    
⑧ 職員一人当たり給水収益 ( PI「C107」) 
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(算式と解説) 

 累積欠損金比率(％)=[累積欠損金/(営業収益－受託工事収益)]×100 

 累積欠損金比率は、事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の

有無により把握しようとするもので、営業収益に対する累積欠損金の割合をいいます。

累積欠損金比率は 0％であることが望ましいです。 

(分析、評価) 

 累積欠損金は発生しておらず、経営

状況は健全な状態と言えます。 

(算式と解説) 

 職員一人当たり給水収益(千円/人)=給水収益/損益勘定所属職員数 

 職員一人当たりの給水収益の売上高を見る指標で、数値が高いほど職員一人当たり

の売上げが多いことを示し、労働生産性が高いといえます。 

(分析、評価) 

 令和６年度は、給水収益の増加と、

損益勘定所属職員数の減少に伴い、

職員一人当たりの給水収益は増加し

ました。 
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⑨ 料金回収率( PI「C113」) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 1 ヶ月当たりの家庭用料金 10･20 ㎥( PI「C116」、「C117」) 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(分析、評価) 

 令和６年度は、沖縄県企業局水道料

金値上げに伴う本市水道料金の改定

時期を遅らせた影響により、１００％

を割り込みました。 

(算式と解説) 

 1 ヶ月当たりの一般家庭用(口径 13mm)の基本料金＋10･20 ㎥使用時の従量料金 

 標準家庭における 10･20㎥使用時の料金を表し、消費者の経済的負担を示します。 

 ※水道事業は、水源の種類や場所、建設時期、事業規模等が異なることから、料金に

地域格差があると言われています。 

(分析、評価) 

 令和元年１２月分から消費税率を

8%から 10%へ変更しました。 

令和５年度には消費税の税表示を

内税から外税表示に変更しました。 

(算式と解説) 

料金回収率(％)=(供給単価/給水原価)×100 

供給単価の給水原価に対する割合（％）を示し、100％を下回っている場合は、給水

に係る費用が料金収入で賄えていないことを表します。供給単価は 1 ㎥当たりの水の

販売価格を表し、給水原価は 1㎥当たりの水の生産価格を表します。 
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⑪ 有収率( PI「B112」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 広報誌による情報の提供度( PI「C401」) 
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(算式と解説) 

 有収率(％)=(年間有収水量/年間配水量)×100 

 年間の給水量に対する有収水量（料金として徴収される水量）の割合で、数値が高い

ほど効率的な施設を示すとともに、どの程度収益につながっているかを表します。 

(分析、評価) 

 本市の有収率は、老朽管の更

新や漏水防止対策等に取組んで

いる結果、高い値を保ち、効率的

な施設を維持しています。 

(算式と解説) 

 広報誌による情報の提供度(部/件)=広報誌などの配布部数/給水件数 

 年間に、広報を目的として配布したパンフレット、ニュース、ポスター等の総部数の

給水件数(給水契約総数)に対する割合です。 

(分析、評価) 

 年間 2 回の広報誌発行

においては、全戸配布のほ

か、市関係の窓口やモノレ

ール駅に設置するなど、広

報活動を行っています。今

後もさらなる情報提供に

努めていきます。 
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⑬ 水質に対する苦情対応割合( PI「C505」) 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 建設副産物のリサイクル率( PI「B306」) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(算式と解説) 

 建設副産物のリサイクル率(%) 

=(リサイクルされた建設副産物量/建設副産物発生量)×100 

 水道工事で発生する土、アスファルト、コンクリートなどを廃棄処分せずに、再利

用している量の全建設副産物量に対する割合を示します。 

(分析、評価) 

 建設副産物のリサイクルを推進す

るために、工事で発生する建設廃棄物

の再資源化に取り組んでいます。今後

も、このリサイクル率を環境保全への

取組の数値目標として、環境活動を推

進していきます。 

(算式と解説) 

 水質に対する苦情対応割合(件/1000 件) 

=(水質苦情対応件数 / 給水件数) × 1,000 

 水質に対するサービス水準を示し、この指標は低い方が好ましい値になります。 

 水質に関する原因には、水源におけるカビ臭や水質事故、カルキ臭の強さなどさまざ

まなものが考えられますが、給水管の劣化や受水槽の管理などに起因する水道事業体

では対応できないものも含まれます。 

(分析、評価) 

 法令等で定めた水質検査を実施し、

安全な水道水の供給に努めており、水

質に関する苦情割合は、低水準で推移

しています。 

令和６年度は、件数及び苦情も減少

しています。 
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業務指標の分析と評価 
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⑮ 管路の事故割合( PI「B204」) 
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(算式と解説) 

 管路の事故割合(件/100km)=(管路の事故件数/管路延長)×100 

 年間の送配水管路の事故件数を延長 100km 当たりの件数に換算したものであり、

管路の健全性を示すものです。 

(分析、評価) 

 本市では、老朽管路の更新を計

画的に進めていることもあり、近

年、この指標は低い値で推移し、

管路の健全性は保たれています。 



 

１１ 
 

●経営戦略では、主な施策に対する業務指標の目標値を示しておりますが、その目標値

に対する実績値の進捗状況を以下に示します。 

 

① 安全＿安全安心して利用できる水道 
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② 強靭＿いつでもどこでも安定的に供給できる水道 
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③ 持続＿経営基盤の強化と利用者のニーズに応える水道 
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